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調査の目的・手法

 国内外の知財紛争制度の実態を調査し、知財紛争処理システムの活性化に向けた検討
の場における基礎資料とすることを目的として、調査を実施した。

１．特許権等侵害事件調査（国内）

［概要］
最近10年間の国内の特許権等侵害
事件について情報を収集し、分析した。

［調査項目］
- 訴訟概要（件数、当事者属性等）
- 訴訟結果（終結状況、勝訴率等）
- 損害賠償（請求・認容額等）

［調査方法］
①統計情報調査
知財高裁ウェブサイト等で公開された
統計情報を調査した。

②判決文調査
裁判所ウェブサイトに掲載された特許
権等侵害事件の判決文（690件）
を取得し、集計・分析した。

２．国内アンケート調査

［概要］
国内の企業及び弁護士を対象に、
我が国の知財紛争処理システムの
評価に関するアンケートを実施した。

［調査対象］
- 国内企業1200者
- 弁護士100者

［調査項目］
- 特許権侵害訴訟の経験
- 特許権侵害訴訟における損害賠償
の経験

- 制度導入の是非

［調査期間］
令和元年9月24日～11月6日

３．海外情報調査

［概要］
主要国の知財紛争処理システムの状況
について調査した。

［調査対象国］
米国、独国、英国、仏国

［調査項目］
- 特許権等侵害事件（件数、審理期間等）
- 訴訟制度（懲罰賠償制度等）

［調査方法］
①公開情報調査

②海外質問票調査
対象国の現地法律事務所（各国1者）
に対して、訴訟制度に関する質問票調
査を実施した。



１．特許権等侵害事件調査（国内）
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特許権等侵害事件調査 ―当事者属性別の判決件数―

判例調査対象
平成21年1月1日～平成30年12月31日の10年間に地方裁判所及び高等裁判所において判決が出された特許権・実用新案
権侵害訴訟事件

 地裁・高裁ともに中小企業同士の訴訟が最も多い

権利者 権利者

被疑侵害者 被疑侵害者

※当事者が複数存在する場合、大企業を1者でも含む場合は大企業と分類し、大企業を含まず中小企業を含む場合は中小企業と分類して1者としてカウントした。

地方裁判所 高等裁判所
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特許権等侵害事件調査 ―技術分野※ごとの判決件数―

 地裁・高裁ともに電機・情報・通信の分野で訴訟が最も多い
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※ 訴訟の対象権利について、発明の内容から技術分野を7種類に分類した。
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特許権等侵害事件調査 ―弁護士の有無※1―
 弁護士の選任率は非常に高い※2 。
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※1 権利者側、被疑侵害者側双方についてそれぞれカウントした。
※2 平成30年度の地方裁判所における通常民事訴訟事件における弁護士の選任率はおよそ87%である。

（「司法統計年報（民事・行政編） 第一審通常訴訟既済事件数―事件の種類及び弁護士選任状況別―全地方裁判所」より）
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特許権等侵害事件調査 ―権利者勝訴率―
 中小企業が大企業を訴えたときの勝訴率※が非常に低かった。

 外国企業が権利者であるときの勝訴率は、国内企業が権利者であるときと比べ低かった。

地
方
裁
判
所

14件
22%

6件
15%

7件
37% 1件

17%

35件
26% 3件

6%

31件
38%

1件
50%

4件
12%

2件
11%

2件
20%

4件
15%

3件
38%

1件
33% 57件

22%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

全
体

大
企

業

中
小

企
業

外
国

企
業

そ
の

他

全
体

大
企

業

中
小

企
業

外
国

企
業

そ
の

他

全
体

大
企

業

中
小

企
業

外
国

企
業

そ
の

他

全
体

大
企

業

中
小

企
業

外
国

企
業

そ
の

他

全
体

大企業 中小企業 外国企業 その他 全体権利者

被疑
侵害者

44件
33% 20件

24%

20件
48% 4件

40% 58件
28%

4件
6%

53件
40%

1件
33%

7件
13%

2件
7%

3件
21%

2件
15%

4件
11%

3件
25%

1件
50%

113件
26%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

全
体

大
企

業

中
小

企
業

外
国

企
業

そ
の

他

全
体

大
企

業

中
小

企
業

外
国

企
業

そ
の

他

全
体

大
企

業

中
小

企
業

外
国

企
業

そ
の

他

全
体

大
企

業

中
小

企
業

外
国

企
業

そ
の

他

全
体

大企業 中小企業 外国企業 その他 全体権利者

被疑
侵害者

高
等
裁
判
所

※ 認容又は一部認容を「勝訴」とした。
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特許権等侵害事件調査 ―原審と控訴審での勝敗の変動―

 原審で権利者が勝訴した場合、81%が控訴審でも勝訴となった。
 原審で権利者が敗訴した場合、94%が控訴審でも敗訴となった。
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敗訴 190件 94%
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特許権等侵害事件調査 ―請求内容の分布―
 全体として、損害賠償請求と差止請求を併合提起する割合が高い傾向が見られた。
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高等裁判所
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※ 損害賠償請求の根拠条文は、特許法102条、同65条（補償金請求権）、実用新案法29条、又は民法703条（不当利得返還請求）とした。
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特許権等侵害事件調査 ―損害賠償請求額と認容額※―
 大企業、外国企業は、請求額・認容額ともに高額である傾向が見られた。

地方裁判所 高等裁判所

※請求額、認容額ともに、損害賠償請求認容判決を対象として集計
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特許権等侵害事件調査 ―損害賠償請求の認容根拠条文※―
 中小企業は、全体に比して特許法102条2項による認容判決が多かった。
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※ 認容根拠条文として、特許法102条1～3項と、「その他」（特許法65条、実用新案法29条又は民法703条）に分類した。
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特許権等侵害事件調査 ―代理人費用認定額の損害額に対する割合―
 3分の2以上のケースで損害額の10%程度の代理人費用が認定されている。

 損害額が低いほど、損害額に対する代理人費用認定額の割合が高くなる傾向が見られた。
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２．国内アンケート調査
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国内アンケート調査 ―回答者の属性―
貴社の主たる業種は、次のうちどれに該当しますか？

貴社の形態として、最も近いものを選択して下さい。

調査実施期間
令和元年9月24日～11月6日

アンケート送付
国内企業（大企業・中小企業・スタートアップ含む）：1,200者
弁護士（日本の特許権侵害訴訟の代理経験あり）：100者

アンケート回収
国内企業：620者（回収率52％）
弁護士：17者（回収率17％）

0.5%
5.0%

0.0%
0.2%
0.3%
0.6%
0.8%

1.3%
1.5%
1.6%
1.9%
1.9%
2.1%
2.3%
2.4%
2.6%
2.9%

3.4%
3.4%

4.2%
4.8%
4.8%

5.3%
7.6%
8.1%

8.7%
10.2%

14.2%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

無回答

その他

農林水産業

鉱業

特定産業分野に特化していない基礎研究

出版・印刷

パルプ・紙

繊維

運輸・公益事業

石油製品・石炭製品

窯業

鉄鋼

ゴム製品

金属製品

非鉄金属

輸送用機械（自動車を除く）

プラスチック

精密機械

ソフトウエア、情報・通信サービス

通信・電子・電気計測

食品

自動車

土木、建設・建築

機械

医薬品

上記以外の製造業関係

電気器具、家電、重電機器

化学（医薬品を除く）

（者）

474 (76%)

146 (24%)

大企業

中小企業
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国内アンケート調査 ―特許権等侵害訴訟に関する経験の有無―
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020406080100120

94.1% (16)

88.2% (15)

88.2% (15)

88.2% (15)

41.2% (7)

70.6% (12)

58.8% (10)

11.8% (2)

88.2% (15)

82.4% (14)

29.4% (5)

52.9% (9)

23.5% (4)

0 5 10 15 20

訴訟を提起した経験がある

訴訟を提起された経験がある

裁判内での和解交渉の経験がある（特許権者側）

裁判内での和解交渉の経験がある（被疑侵害者側）

差止請求のみをして差止判決（一審）が出た
差止請求及び損害賠償請求をして
差止判決（一審）が出た
差止めの仮処分を申し立てた

海外の裁判所に特許権侵害訴訟を提起した経験がある

損害賠償の経験がある（特許権者側）

損害賠償の経験がある（被疑侵害者側）
損害の計算に係る文書提出命令を申し立てた
（発令あり）
損害の計算に係る文書提出命令を申し立てた
（発令なし）
損害計算のための鑑定を申し立てて鑑定がなされた

企業（620者） 弁護士（17者）

■大企業（474者） ■中小企業（146者）
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国内アンケート調査 ―差止めに関する経験―

差止請求のみ（弁護士）

提訴から差止判決（一審）が出されるまでにかかった期間（複数ある場合は平均期間）を教えてください。

差止請求＋損害賠償請求（弁護士）

5
(71.4%)

1
(14.3%)

1
(14.3%)

12か月以内

13か月以上、24か月以内

25か月以上、36か月以内

無回答

2
(16.7%)

8
(66.7%)

1
(8.3%)

1
(8.3%)

差止判決までの期間に対する印象を教えてください。

 差止請求に加えて損害賠償請求を提起した場合の方が、差止までの期間を長く回答する傾向が
見られ、その期間に対する印象も、「長い」と回答した者の割合が高かった。

1
(14.3%)

4
(57.1%)

2
(28.6%) 差止判決までの期間が長い

差止判決までの期間が適切

無回答

差止請求のみ（弁護士） 差止請求＋損害賠償請求（弁護士）

7
(58.3%)

4
(33.3%)

1
(8.3%)
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国内アンケート調査 ―現行の損害賠償制度に関する意見―
日本の特許権侵害訴訟における現行の損害賠償制度に対する意見をお聞かせください。

 改正の必要性は特段感じていない。
 現行制度の改正がなされたばかりで、その効果を見極めた方が良いと考えます。したがって、直ちに改正の必要は

無いと考えます。
 製薬業界においては、現制度は適切かつ合理的な制度であり不満はない。
 現行制度の下で個々の訴訟で攻防を尽くせば足りる。
 結局のところ、厳密な損害額や逸失利益の額を算定することができないため、裁判所が認定する損害賠償額に

納得感が感じられない。
 相手の販売数量を特許権者側が把握できることはないと思う。認定の仕方が困難な上、時間も労力もかかり、権

利者には酷だと思う。
 これ以上損害額を増やすような方向性はどうかと思う。会社経営を揺るがすような範囲まで特許紛争を介入すべ

きではない。日本は中小企業の保護に力をこれまで以上に入れてほしい。
 大企業の資本力で、中小企業との訴訟になってもダメージは小さく、模倣や侵害を行ってくる。中小企業には訴訟

に対する余力、資金力が無く、泣き寝入りが現実である。米国のように懲罰的賠償制度を導入し、売上高等企
業規模に見合った賠償にしない限り大企業の、グレーな模倣、侵害は無くならない。

 損害賠償額の認定額が高くなる傾向（特許法、裁判所の判断）にあるのはよいことだとは思うが、その前提とし
て、特許権が一定以上「産業の発展に寄与する」発明にのみ認められることが必要と感じる。

 モノの損害賠償額には対応しやすいが、サービス（無料も含む）の損害賠償額には対応しづらい制度のように思
われる。ビジネスモデルの変化に制度が追いついていないように思われる。



国内アンケート調査 ―懲罰的賠償制度の導入是非―

日本への懲罰的賠償制度の導入についてどう考えるか教えてください。

 企業全体としては賛成が若干多い（大企業は賛成と反対がほぼ同数、中小企業は賛成が多数）

 弁護士は反対が過半数

36%

36%

21%

7%

52%
19%

17%

12%40%

32%

20%

8%

賛成理由

反対理由

2
14

49
98

53
13

22
121

050100150200

3
7

0
0

0 2 4 6 8

7
1

3
3

5
3

1
0

0 2 4 6 8

41
%53

%

6%

悪質な侵害行為を制裁すべき
悪質な侵害行為を抑止すべき
その他
無回答

実損の範囲内でより納得度の高い仕組みを検討すべき
日本で悪質な侵害行為があるとは認識していない
刑事罰を適用すべき
故意の立証が困難
濫訴のおそれがある
不本意な和解を迫られる可能性がある
その他
無回答

■大企業 ■中小企業

■賛成
■反対
■どちらとも言えない
■分からない
■無回答

企業全体
中小企業大企業

企業（620者） 弁護士（17者）

6
9

180
134

050100150200

17



国内アンケート調査 ―利益吐き出し型賠償制度の導入是非―
 大企業、中小企業ともに賛成が多数

 弁護士は賛成が若干多い

賛成理由

反対理由

侵害者が侵害行為により得た利益が侵害者の手元に残るのは不当

侵害行為の抑止につながる

その他

無回答

特許権者の生産・販売能力を超えた救済を与えることは説明が困難

訴訟の乱発を生じかねない

その他

無回答

■賛成
■反対
■どちらとも言えない
■分からない
■無回答

企業全体
中小企業大企業

企業（620者） 弁護士（17者）

4

7

165

193

050100150200

1

17

73

111

050100150200

5

6

0

1

0 1 2 3 4 5 6

5

2

1

0

0 1 2 3 4 5 6

43%

26%

21%

10%

50%

18%

19%
13% 47%

35%

12%
6%

日本への利益吐き出し型賠償制度※の導入についてどう考えるか教えてください。
※利益吐き出し型賠償制度とは、特許権侵害訴訟において、特許権者の生産・販売能力を超える部分も含め、侵害者が侵害行為によって得た利得を特許権者へ引き渡すことができる制度

44%

24%

20%

11% 1%

■大企業 ■中小企業
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国内アンケート調査 ―二段階訴訟制度の導入是非―
 企業全体としては反対が若干多い（大企業は反対が若干多く、中小企業は賛成が若干多い）

 弁護士は6割が反対

賛成理由

反対理由

具体的な損害額について、当事者の解決手段の選択肢の幅が広がる
早期の差止めを実現できる
差止めを得るために仮処分のように担保を積まなくて良い
その他
無回答

日本における現行の二段階審理の制度で足り、訴訟手続が複雑になる
一段階目の判決が先に出ると、裁判所における和解の余地がせばまる
当事者間の交渉で損害額をまとめるのは困難であり、結局、損害賠償請求訴訟が提起されることに
なり、かえって非効率
一段階目の訴訟による勝訴判決が確定した後に、当事者間の交渉を経て二段階目の訴訟に至るた
め、紛争の全体的な解決までの期間が長期化
侵害確認の判決が出されることで、当事者名が明らかになってしまう
現行でも差止請求と損害賠償請求とを分けて提訴できるため必要性がない
現行制度にも差止めの仮処分の制度があり、早期に差止めが得られる
その他
無回答

■賛成
■反対
■どちらとも言えない
■分からない
■無回答

企業全体
中小企業大企業

企業（620者） 弁護士（17者）

日本への二段階訴訟制度※の導入についてどう考えるか教えてください。
※二段階訴訟制度とは、原告の選択に基づき、まずは、侵害事実のみを確認する訴訟が提起され、勝訴判決の後、具体的な損害額については当事者間の交渉に委ねられ、当該交渉が
決裂した場合に、別途損害賠償請求訴訟が提起される制度

27%

38%

22%

13%
30%

27%
23%

20%
28%

35%

22%

14% 1%

33%

61%

6%

3
4

31
124

98

020406080100120140

2
2

44
50

14
98

92
37

138

020406080100120140

0
4

2
0

2
0 2 4 6 8 10

10
1

5
6

0
3

1
0
0

0 2 4 6 8 10

■大企業 ■中小企業
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国内アンケート調査 ―アミカス・ブリーフ制度の導入是非―
 大企業、中小企業ともに賛成が若干多い

 弁護士は意見がわかれる

■賛成
■反対
■どちらとも言えない
■分からない
■無回答

企業全体
中小企業大企業

企業（620者） 弁護士（17者）

36%

24%

26%

14%
36%

23%

23%

18%36%

24%

25%

15% 0%
23%

24%29%

18%
6%

賛成理由

反対理由

当事者や専門委員等だけでは提出されない専門知識が裁判所に提出される

判決により事実上影響を受ける者が訴訟に関与できる

その他

無回答

当事者以外の意見が裁判所の判断に影響を与えることは好ましくない

訴訟の長期化を懸念

その他

無回答

2

3

108

182

050100150200

2

9

66

117

050100150200

4

3

0

0

0 1 2 3 4 5

3

1

1

0

0 1 2 3 4 5

日本へのアミカス・ブリーフ制度※の導入についてどう考えるか教えてください。
※アミカス・ブリーフ制度とは、裁判所に対して、当事者及び参加人以外の第三者が事件の処理に有用な意見や資料を提出する制度

■大企業 ■中小企業
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国内アンケート調査 ―アトーニーズ・アイズ・オンリー制度の導入是非―
 大企業、中小企業ともに賛成が多数

 弁護士は反対が過半数

■賛成
■反対
■どちらとも言えない
■分からない
■無回答

企業全体
中小企業大企業

企業（620者） 弁護士（17者）

賛成理由

反対理由

営業秘密を保護しつつ訴訟に適切な証拠が提出される
被開示者側における独自技術との混同（コンタミネーション）の疑義が無くなる
その他
無回答

代理人だけであっても営業秘密の開示には抵抗感がある
専門的な内容については代理人だけでは判断できないケースがある
訴訟の帰趨に影響を与える証拠を当事者が見られないことは好ましくない
本人訴訟が不利になる
その他
無回答

日本への証拠中の営業秘密に対するアトーニーズ・アイズ・オンリー※の導入についてどう考えるか教えてください。
※アトーニーズ・アイズ・オンリー（Attorneys’ Eyes Only）とは、営業秘密の開示先を代理人のみに限定し、当事者には開示しない仕組み

49%

21%

19%

11%

44%

18%

19%

19%47%

20%

19%

13% 1%

35%

53%

6%6%

2
5

90
288

050100150200250300

1
7
9

38
81

73

050100150200250300

6
4

0
0

0 2 4 6 8

3
7

4
0

1
0

0 2 4 6 8

■大企業 ■中小企業
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国内アンケート調査 ―代理人費用の敗訴者負担制度の導入是非―
 大企業・中小企業ともに賛成が多数

 弁護士は反対が過半数

■賛成
■反対
■どちらとも言えない
■分からない
■無回答

企業全体
中小企業大企業

企業（620者） 弁護士（17者）

賛成理由

反対理由

原告として勝訴した権利者を十分に救済する上で有用

悪質なパテント・トロールから訴えられた被告を救済する上で有用

その他

無回答

権利者として敗訴時の費用負担を考えると提訴のハードルが高くなる

敗訴者に過度な費用負担をさせることは好ましくない
今でも損害賠償額の一定割合（通常１割程度）が代理人費用の敗訴者負
担として認められており、必要な救済が図られている

その他

無回答

46%

22%

24%

8%

42%

20%

24%

14%45%

21%

23%

10% 1%

33%

56%

5%6%

4

9

188

203

050100150200

2

11

55

41

67

050100150200

6

4

0

0

0 2 4 6 8

8

7

3

0

0

0 2 4 6 8

日本への代理人費用の敗訴者負担制度の導入についてどう考えるか教えてください。
※代理人費用の敗訴者負担制度とは、原告及び被告の両当事者を対象として、敗訴当事者に勝訴当事者の代理人費用を負担させる制度

■大企業 ■中小企業
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